
はじめに 

 

我が国の障害のある子供とその保護者及び関係者を取り巻く環境は，平成 18年の「障害

者の権利に関する条約」の採択以降，各種制度の整備と，その運用への現場の皆様の御尽力

により大きく推進してきました。 

 

国際的な潮流も踏まえ，文部科学省や中央教育審議会初等中等教育分科会において，今後

の我が国の特別支援教育の在り方等についての議論が進められ，平成 24年７月には「共生

社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」（報告）

がとりまとめられました。こうした議論も踏まえ，以降，障害のある子供の就学先決定の仕

組みに関する学校教育法施行令の改正（平成 25年９月１日施行），特別支援学校や小学校等

の学習指導要領等の改訂（平成 29 年～31 年公示），高等学校等における通級による指導の

制度化（学校教育法施行規則等改正（平成 30年４月施行））など，障害のある子供の自立と

社会参加を見据え，子供一人一人の教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できるよ

う，多様な仕組みを整備してきました。 

 

また，令和３年１月には，「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告」

がとりまとめられ，我が国の特別支援教育に関する方向性が改めて示されたところです。 

障害のある子供の就学相談や就学先の検討等の支援については，子供たち一人一人の教

育的ニーズを踏まえた適切な教育を提供するため，文部科学省から就学手続き等に携わる

方々に向け「教育支援資料」（平成 25年 10月）を作成し，特に，視覚障害者等（学校教育

法施行令第 22条の３の表に規定する程度の者）の就学に関する手続きについて，各市区町

村教育委員会や学校等に御尽力頂いてきたところです。 

今般，同有識者会議報告を踏まえ，「教育支援資料」の内容について，障害のある子供の

就学先となる学校（小中学校等，特別支援学校）や学びの場（通常の学級・通級による指導・

特別支援学級）の適切な選択に資するよう改訂を行うとともに，就学に係る一連のプロセス

とそれを構成する一つ一つの取組の趣旨を，就学に関わる関係者の全てに理解してほしい

ことから，「障害のある子供の教育支援の手引」と名称を改定しました。 

 

 この新たな手引では，障害のある子供の「教育的ニーズ」を整理するための考え方や，就

学先の学校や学びの場を判断する際に重視すべき事項等の記載を充実するなど，障害のあ

る子供やその保護者，市区町村教育委員会を始め，多様な関係者が多角的，客観的に参画し

ながら就学を始めとする必要な支援を行う際の基本的な考え方を記載しています。具体的

には，第１編では，「教育的ニーズ」や「合理的配慮」等の障害のある子供の教育支援に係

る基本的考え方を解説しました。また，第２編では，従前からの，教育相談・就学先決定の

モデルプロセスを，実際の就学に係る一連のプロセスに沿って，①事前の相談・支援，②法



令に明記された就学先決定の手続き，③就学後の学びの場の見直しに分けて詳説しました。

そして，第３編では，第１編の「教育的ニーズ」の内容を障害種ごとに具体化し，就学先と

なる学校や学びの場を判断する際に重視すべき事項の記載を充実しました。また，「別冊」

においては，近年，小中学校等における医療的ケア児の就学に関する相談等が増えているこ

とを踏まえ，医療的ケア児の受入れに際し，就学に関わる関係者の全てが，理解しておくべ

き基本的な考え方等をお示ししました。 

 

 冒頭申し上げた諸制度の変化に加え，新型コロナウイルス感染症拡大等の社会全体の環

境の変化もあり，障害のある子供への支援環境やその在り方が改めて問われている時期で

もあります。 

関係各位におかれては，本手引を御活用いただき，引き続き目の前の子供たちの学びの保

障や特別支援教育の一層の充実に努めていただきますよう，よろしくお願い申し上げます。 

 

 

令和３年６月                 

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長  

 八田 和嗣 
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